
川
越
十
ヵ
町
地
区

都
市
景
観
形
成
地
域

良
好
な
都
市
景
観
の
形
成
に
関
す
る
方
針
と

都
市
景
観
形
成
基
準
の
解
説
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ひ
と
り
ひ
と
り
が
つ
く
る

十
ヵ
町
の
町
並
み

川
越
十
ヵ
町
地
区
の
概
要

川
越
十
ヵ
町
。
川
越
城
の
城
下
町
か
ら

始
ま
る
ま
ち
の
歴
史
は
、
町
並
み
や
人
々

の
暮
ら
し
の
中
に
息
づ
い
て
い
ま
す
。

ま
ち
を
縁
取
る
新
河
岸
川
の
流
れ
、
由

緒
あ
る
お
寺
や
お
社
、
明
治
の
大
火
を
契

機
に
川
越
商
人
た
ち
が
つ
く
り
あ
げ
た
蔵

造
り
の
町
並
み
、
そ
れ
ら
を
舞
台
に
ま
ち

の
心
が
一
つ
に
な
る
「
川
越
氷
川
祭
」。

そ
こ
で
の
暮
ら
し
に
は
、
昔
か
ら
受
け
継

い
だ
住
ま
い
方
ー
例
え
ば
「
建
物
の
高
さ

は
時
の
鐘
の
高
さ
を
超
え
な
い
」
と
い
う

暗
黙
の
ル
ー
ル
や
、
お
隣
近
所
の
通
風
や

日
照
に
配
慮
し
た
建
て
方
が
生
き
て
き
ま

し
た
。

近
年
の
町
並
み
の
変
化
に
対
し
、
も
う

一
度
、
ま
ち
に
誇
り
を
持
っ
て
暮
ら
し
続

け
る
た
め
の
作
法
を
と
り
も
ど
そ
う
。
そ

の
よ
う
な
十
ヵ
町
地
区
に
お
住
ま
い
の

方
々
か
ら
の
提
案
を
受
け
、
数
年
に
お
よ

ぶ
検
討
を
へ
て
、
ま
ち
づ
く
り
ル
ー
ル
を

つ
く
り
ま
し
た
。

昔
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
を
伝
え
、
ま

た
、
新
た
な
十
ヵ
町
ら
し
さ
を
み
ん
な
で

つ
く
っ
て
い
く
こ
と
を
、
こ
れ
か
ら
も
大

切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
道
路
網
や
敷
地
割
は
、
ほ

ぼ
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。
町

家
を
は
じ
め
と
す
る
伝
統
的
な
建
造
物
が

数
多
く
残
り
、
蔵
造
り
の
町
並
み
と
し
て

知
ら
れ
る
川
越
市
川
越
伝
統
的
建
造
物
群

保
存
地
区
と
一
体
と
な
っ
て
、
歴
史
的
町

並
み
景
観
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た

め
、
多
く
の
川
越
百
景
が
選
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

地
区
の
西
側
は
、
寺
町
を
形
成
し
て
お

り
、
門
前
を
構
成
す
る
横
丁
の
突
き
当
た

り
に
は
、
本
堂
の
大
き
な
屋
根
が
ア
イ
ス

ト
ッ
プ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
境
内
は
、

緑
豊
か
な
広
場
的
空
間
で
、
中
で
も
蓮
馨

寺
は
桜
の
名
勝
で
す
。

宮
下
町
は
、
城
の
北
側
に
位
置
す
る
中

上
級
武
家
地
で
し
た
が
、
現
在
で
は
、
戸

建
て
を
中
心
と
し
た
住
宅
地
に
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
城
下
町
の
総
鎮
守
で
あ
る

当
地
区
は
、
本
市
の
中
心
市
街
地
の
北

部
に
位
置
し
、
地
区
の
名
称
は
、
城
下
町

時
代
の
町
割
で
あ
る
「
十
ヵ
町
四
門
前
」

に
由
来
し
ま
す
。
江
戸
時
代
の
町
人
地
を

ほ
ぼ
包
含
し
、
川
越
城
の
西
大
手
門
の
跡

に
は
、
市
役
所
が
位
置
し
て
い
ま
す
。

20　　　都市景観形成基準等の一覧
23　　　届出が必要な行為と規模
24　　　行為の届出の流れ
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川
越
市
景
観
計
画
と
は

都
市
景
観
形
成
地
域
と
は

「
川
越
十
ヵ
町
地
区
」
に
お
け

る
良
好
な
都
市
景
観
の
形
成
に

関
す
る
方
針
（
法
第
８
条
第
３
項
）

川
越
氷
川
神
社
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
こ

こ
の
祭
礼
で
あ
る
「
川
越
氷
川
祭
の
山
車

行
事
」
は
、
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財

に
指
定
さ
れ
、
本
市
最
大
の
祭
礼
で
す
。

用
途
は
、
商
業
地
域
及
び
近
隣
商
業
地

域
の
商
業
系
用
途
と
、
第
１
種
住
居
地
域

の
住
居
系
用
途
か
ら
な
り
ま
す
が
、
商
業

地
で
も
店
舗
併
用
住
宅
や
専
用
住
宅
が
多

く
、
住
商
が
混
在
し
て
い
ま
す
。
地
区
の

南
側
で
は
、
高
層
化
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、

多
く
は
２
階
建
て
が
主
体
の
低
層
で
高
密

度
の
町
並
み
を
形
成
し
て
い
ま
す
。

本
市
は
、
城
下
町
と
そ
の
周
囲
の
田
園

地
帯
が
、
人
々
の
営
み
を
通
し
て
密
接
に

繋
が
り
、
固
有
の
自
然
や
歴
史
、
文
化
等

を
共
有
し
な
が
ら
一
体
と
な
っ
て
発
展
し

て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
も
市

内
全
域
を
対
象
と
し
て
都
市
景
観
の
形
成

を
図
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

川
越
市
全
域
を
景
観
法
第
８
条
第
２
項
第

１
号
の
「
景
観
計
画
区
域
」
と
し
て
お
り
、

さ
ら
に
景
観
計
画
区
域
を
「
都
市
景
観
誘

導
地
域
」
と
重
点
的
、
か
つ
、
き
め
細
や

か
に
都
市
景
観
の
形
成
を
図
る
「
都
市
景

観
形
成
地
域
」
に
区
分
し
て
い
ま
す
。

「
川
越
十
ヵ
町
地
区
都
市
景
観
形
成
地

域
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特
性
を
考

慮
し
つ
つ
、
地
域
の
方
々
と
行
政
が
協
働

本
地
区
は
、
地
区
の
地
域
特
性
を
維
持

し
な
が
ら
、
暮
ら
し
や
す
い
環
境
の
形
成

を
図
る
た
め
、
次
の
方
針
を
定
め
ま
す
。

１
．
地
域
の
歴
史
に
誇
り
を
持
っ
て
住
み

続
け
ら
れ
る
環
境
を
つ
く
る
。

２
．
歴
史
的
な
町
並
み
景
観
を
守
り
育
て

る
。

３
．
潤
い
の
あ
る
住
環
境
を
大
切
に
し
、

緑
の
感
じ
ら
れ
る
町
並
み
と
す
る
。

川
越
市
で
は
、
昭
和
63
年
に
川
越
市
都

市
景
観
条
例
を
制
定
し
、
市
内
全
域
を
対

象
と
し
て
優
れ
た
都
市
景
観
の
保
全
及
び

創
造
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
快
適
な
都
市

の
実
現
を
目
指
し
て
き
ま
し
た
。

川
越
市
の
目
指
し
て
き
た
都
市
景
観
に

対
す
る
理
念
及
び
目
的
を
踏
ま
え
、
こ
れ

ま
で
の
取
り
組
み
を
継
承
す
る
と
と
も

し
な
が
ら
、
都
市
景
観
の
形
成
を
図
る
地

域
で
す
。

に
、
よ
り
良
好
な
都
市
景
観
の
形
成
を
図

る
た
め
、
景
観
法
第
８
条
第
１
項
に
定
め

る
「
景
観
計
画
」
と
し
て
策
定
し
た
も
の

で
す
。

02　　　川越十ヵ町こんなまち
04　　　まちづくりルールとは
06　　　十ヵ町まちづくりルール
　　　　　  〜川越十ヵ町地区 都市景観形成地域 都市景観形成基準〜
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〜
川
越
十
ヵ
町
地
区 

都
市
景
観
形
成
地
域 

都
市
景
観
形
成
基
準
〜

　

○　

道
路
や
敷
地
に
対
す
る
建
築
物
の
位
置
は
、
周
囲
の
町

並
み
と
の
調
和
を
図
る
も
の
と
す
る
。

位
置

5



　

○　
「
川
越
十
ヵ
町
地
区　

建
築
物
の
高
さ
の
制
限
を
受
け

る
範
囲
図
」
の
（
イ
）
の
範
囲
に
お
け
る
建
築
物
の
最

高
の
高
さ
は
、「
時
の
鐘
」
の
高
さ
を
超
え
な
い
よ
う

16
ｍ
以
下
と
す
る
。

○　
「
川
越
十
ヵ
町
地
区　

建
築
物
の
高
さ
の
制
限
を
受
け

る
範
囲
図
」
の
（
ロ
）
の
範
囲
に
お
け
る
建
築
物
の
最

高
の
高
さ
に
つ
い
て
は
、周
囲
の
町
並
み
に
配
慮
す
る
。

規
模

〜川越十ヵ町地区 都市景観形成地域〜

6



〜川越十ヵ町地区 都市景観形成地域〜

　

川越十ヵ町地区　建築物の高さの制限を受ける範囲図

建築物の最高高さは、「時の鐘」
の高さを超えないよう 16m以
下とする
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〜川越十ヵ町地区 都市景観形成地域〜

　

○　
「
川
越
十
ヵ
町
地
区　

建
築
物
の
形
態
の
基
準
の
範
囲

図
」
の
「
建
築
物
の
形
態
は
、
周
囲
の
伝
統
的
な
建
造

物
と
調
和
す
る
よ
う
配
慮
す
る
」
範
囲
に
お
け
る
建
築

物
の
形
態
は
、
周
囲
の
伝
統
的
な
建
造
物
と
調
和
す
る

よ
う
に
努
め
る
。

形
態
・
意
匠

川
越
と
い
え
ば
、
小
江
戸
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
江
戸
時
代
の
建
物
が
多

く
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち

で
す
。
実
は
、
伝
建
地
区
に
見
ら
れ

る
蔵
造
り
の
町
家
の
ほ
と
ん
ど
は
、

明
治
26
年
（
１
８
９
３
）
の
大
火
後

に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。
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〜川越十ヵ町地区 都市景観形成地域〜

9



〜川越十ヵ町地区 都市景観形成地域〜

川越十ヵ町地区　建築物の形態の基準の範囲図
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〜川越十ヵ町地区 都市景観形成地域〜

　

○　

公
共
空
間
（
道
路
や
河
川
、
公
園
等
）
へ
の
正
面
性
に

配
慮
し
つ
つ
、
周
囲
の
町
並
み
や
環
境
と
の
調
和
を
図

る
と
と
も
に
、
壁
面
の
後
退
や
分
節
化
な
ど
に
よ
り
、

圧
迫
感
を
与
え
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
。

○　

道
路
に
面
し
た
車
両
の
出
入
口
は
、
必
要
以
上
に
大
き

く
な
ら
な
い
よ
う
に
し
、
町
並
み
の
連
続
性
に
配
慮
す

る
。

○　

共
同
住
宅
で
は
、
バ
ル
コ
ニ
ー
等
の
形
態
の
工
夫
に
よ

り
、
公
共
空
間
（
道
路
や
河
川
、
公
園
等
）
か
ら
洗
濯

物
な
ど
が
見
え
に
く
く
な
る
よ
う
に
配
慮
す
る
。

○　

屋
外
階
段
は
、
建
築
物
本
体
と
の
一
体
感
や
調
和
に
配

慮
す
る
。

○　

屋
外
に
設
置
さ
れ
る
建
築
設
備
等
に
つ
い
て
は
、
公
共

空
間
（
道
路
や
河
川
、
公
園
等
）
か
ら
目
立
た
な
い
よ

う
な
場
所
へ
の
設
置
や
目
隠
し
の
設
置
に
つ
い
て
配
慮

す
る
。

○　

自
然
素
材
の
使
用
に
努
め
る
。

11



〜川越十ヵ町地区 都市景観形成地域〜

　

○　

建
築
物
の
外
壁
や
工
作
物
の
外
観
を
構
成
す
る
も
の
の

色
彩
は
、
周
囲
の
町
並
み
や
環
境
と
の
調
和
を
図
る
と

と
も
に
、
次
ペ
ー
ジ
に
掲
げ
る
色
彩
の
範
囲
の
と
お
り

と
す
る
。

○　

各
立
面
に
つ
き
、
当
該
面
積
の
10
分
の
１
以
下
の
範
囲

内
で
ア
ク
セ
ン
ト
色
と
し
て
着
色
さ
れ
る
部
分
の
色
彩

に
つ
い
て
は
、
次
ペ
ー
ジ
に
掲
げ
る
色
彩
の
範
囲
は
適

用
し
な
い
。

○　

建
築
物
の
外
壁
や
工
作
物
の
外
観
を
構
成
す
る
も
の

は
、
落
ち
着
き
の
あ
る
色
調
を
基
本
と
す
る
。

〇　

多
色
使
い
又
は
ア
ク
セ
ン
ト
色
の
使
用
に
際
し
て
は
、

使
用
す
る
色
彩
相
互
の
調
和
、
使
用
す
る
色
の
数
や
面

積
等
の
バ
ラ
ン
ス
に
十
分
配
慮
す
る
。　
　
　

○　

着
色
し
て
い
な
い
木
材
、土
壁（
漆
喰
仕
上
げ
を
含
む
）、

石
材
、
ガ
ラ
ス
、
金
属
等
の
材
料
に
よ
っ
て
仕
上
げ
ら

れ
る
部
分
の
色
彩
は
、
次
ペ
ー
ジ
に
掲
げ
る
色
彩
の
範

囲
は
適
用
し
な
い
。

○　

他
の
法
令
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
色
彩
に
つ
い
て
は
、
こ

の
制
限
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。

形
態
・
意
匠
の
う
ち
色
彩
の
基
準
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〜川越十ヵ町地区 都市景観形成地域〜

　

川越十ヵ町地区の色彩基準表

2.5R～7.5R

１

２

３

４

５

６

７

８

９

N ２ ３ ４ ６

彩度

８ 10 12

明
度

14

１

２

３

４

５

６

７

８

９

N ２ ３ ４ ６

彩度

８ 10 12

明
度

14

7.5R～2.5YR

2.5G～7.5G

7.5G～2.5BG

１

２

３

４

５

６

７

８

９

N ２ ３ ４ ６

彩度

８ 10 12

明
度

14

１

２

３

４

５

６

７

８

９

N ２ ３ ４ ６

彩度

８ 10 12

明
度

14

2.5BG～7.5BG 7.5BG～2.5B

１

２

３

４

５

６

７

８

９

N ２ ３ ４ ６

彩度

８ 10 12

明
度

14 １

２

３

４

５

６

７

８

９

N ２ ３ ４ ６

彩度

８ 10 12

明
度

14

2.5B～7.5B

7.5B～2.5PB

１

２

３

４

５

６

７

８

９

N ２ ３ ４ ６

彩度

８ 10 12

明
度

14

１

２

３

４

５

６

７

８

９

N ２ ３ ４ ６

彩度

８ 10 12

明
度

14

2.5PB～7.5PB 7.5PB～2.5P

１

２

３

４

５

６

７

８

９

N ２ ３ ４ ６

彩度

８ 10 12

明
度

14 １

２

３

４

５

６

７

８

９

N ２ ３ ４ ６

彩度

８ 10 12

明
度

14

2.5P～7.5P

7.5P～2.5RP

１

２

３

４

５

６

７

８

９

N ２ ３ ４ ６

彩度

８ 10 12

明
度

14

１

２

３

４

５

６

７

８

９

N ２ ３ ４ ６

彩度

８ 10 12

明
度

14

2.5RP～7.5RP 7.5RP～2.5R

１

２

３

４

５

６

７

８

９

N ２ ３ ４ ６

彩度

８ 10 12

明
度

14 １

２

３

４

５

６

７

８

９

N ２ ３ ４ ６

彩度

８ 10 12

明
度

14

2.5Y～7.5Y

7.5Y～2.5GY

１

２

３

４

５

６

７

８

９

N ２ ３ ４ ６

彩度

８ 10 12

明
度

14

１

２

３

４

５

６

７

８

９

N ２ ３ ４ ６

彩度

８ 10 12

明
度

14

2.5YR～7.5YR 7.5YR～2.5Y

１

２

３

４

５

６

７

８

９

N ２ ３ ４ ６

彩度

８ 10 12

明
度

14 １

２

３

４

５

６

７

８

９

N ２ ３ ４ ６

彩度

８ 10 12

明
度

14

2.5GY～7.5GY 7.5GY～2.5G

１

２

３

４

５

６

７

８

９

N ２ ３ ４ ６

彩度

８ 10 12

明
度

14 １

２

３

４

５

６

７

８

９

N ２ ３ ４ ６

彩度

８ 10 12

明
度

14

建築物の外壁や工作物の外観を構成するものの色彩
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〜川越十ヵ町地区 都市景観形成地域〜

　

○　

伝
統
的
な
町
家
が
比
較
的
連
な
る
道
路
に
面
す
る
側

は
、
町
並
み
と
調
和
す
る
よ
う
な
門
、
塀
等
を
設
け
る

な
ど
の
修
景
に
努
め
る
。

○　

道
路
に
面
し
て
擁
壁
等
を
設
け
る
場
合
は
、
そ
の
前
面

に
植
樹
す
る
な
ど
周
囲
に
圧
迫
感
を
与
え
な
い
よ
う
に

配
慮
す
る
。

門
塀
・
擁
壁
等

０
４
９・２
２
４・５
８
６
６
（
直
通
）

14



〜川越十ヵ町地区 都市景観形成地域〜

　

〇　

仮
囲
い
等
の
工
事
用
仮
設
物
や
仮
設
建
築
物
な
ど
は
、

歩
行
者
の
快
適
性
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
良
好
な
景

観
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
、
設
置
場
所
・
形
態
・
色
彩

等
に
配
慮
す
る
。

○　

川
越
市
屋
外
広
告
物
条
例
や
関
係
法
令
を
遵
守
す
る
。

○　

大
規
模
な
広
告
物
は
禁
止
す
る
。

　
　
（
大
規
模
な
広
告
物
と
は
、「
大
規
模
な
広
告
物
の
規
模

（
22
ペ
ー
ジ
）」
の
基
準
を
超
え
る
も
の
と
し
ま
す
。）

○　

屋
外
広
告
物
は
、
屋
根
の
連
続
が
つ
く
る
ス
カ
イ
ラ
イ

ン
や
町
並
み
の
連
続
性
を
阻
害
し
な
い
よ
う
に
す
る
。

○　

色
彩
は
、
町
並
み
と
調
和
し
た
も
の
と
す
る
。

○　

良
質
な
夜
間
景
観
を
演
出
す
る
よ
う
に
努
め
る
。

○　

屋
外
の
照
明
は
、
周
辺
環
境
に
配
慮
し
過
剰
な
光
が
周

囲
に
拡
散
し
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
。

○　

屋
外
の
照
明
は
、
建
築
物
や
工
作
物
の
形
態
・
意
匠
や

用
途
に
合
わ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
色
温
度
と

な
る
よ
う
に
配
慮
す
る
。

仮
設
物

屋
外
広
告
物

夜
間
景
観

仮
囲
い
等
の
工
事
用
仮
設
物
や
仮
設
建
築
物
に
つ
い
て
も
、

一
定
期
間
、
地
区
の
景
観
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
か
ら
、
設

置
場
所
を
通
り
か
ら
目
立
た
な
い
場
所
に
し
た
り
、
魅
力
的

な
景
観
形
成
に
寄
与
す
る
よ
う
形
態
や
色
彩
の
デ
ザ
イ
ン
的

工
夫
な
ど
の
配
慮
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

15



〜川越十ヵ町地区 都市景観形成地域〜

　○　

自
動
販
売
機
は
町
並
み
と
調
和
す
る
よ
う
配
置
や
デ
ザ

イ
ン
に
配
慮
す
る
。

自
動
販
売
機
等

　

○　

大
樹
や
古
木
の
保
全
に
努
め
る
。

○　

既
存
樹
木
に
つ
い
て
は
、で
き
る
限
り
保
存
し
活
か
す
。

○　

住
宅
地
に
お
け
る
道
路
に
面
す
る
側
は
、
生
け
垣
な
ど

に
よ
る
緑
化
に
努
め
る
。

○　

公
共
空
間
（
道
路
や
河
川
、
公
園
等
）
に
接
す
る
部
分

に
つ
い
て
は
、
緑
化
を
図
る
な
ど
、
空
間
の
つ
な
が
り

方
に
配
慮
す
る
。

○　

規
模
の
大
き
な
敷
地
は
、
積
極
的
に
緑
化
に
努
め
る
。

○　

空
き
地
及
び
屋
外
駐
車
場
の
道
路
に
面
す
る
側
は
、
生

け
垣
な
ど
に
よ
る
緑
化
に
努
め
る
。

緑
化
等

16



〜川越十ヵ町地区 都市景観形成地域〜

○　

都
市
景
観
の
形
成
に
資
す
る
地
域
住
民
等
に
よ
る
自
主

的
な
ま
ち
づ
く
り
の
ル
ー
ル
を
尊
重
す
る
。

ま
ち
づ
く
り
の
ル
ー
ル

　○　

空
き
地
及
び
屋
外
駐
車
場
に
お
い
て
は
、
管
理
を
徹
底

す
る
。

自
主
規
定

17



　

○　

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る

法
律
に
お
け
る
第
２
条
第
６
項
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営

業
と
第
２
条
第
７
項
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
禁

止
す
る
。

18



川越十ヵ町地区における都市景観形成基準

建
築
物
及
び
工
作
物
に
関
す
る
基
準

位置 ○　道路や敷地に対する建築物の位置は、周囲の町並みとの調和を図るものとする。

規模 ○　「川越十ヵ町地区　建築物の高さの制限を受ける範囲図（7 ページ）」の（イ）
の範囲における建築物の最高の高さは、「時の鐘」の高さを超えないよう 16
ｍ以下とする。

○　「川越十ヵ町地区　建築物の高さの制限を受ける範囲図（7 ページ）」の（ロ）
の範囲における建築物の最高の高さについては、周囲の町並みに配慮する。

形態・意匠 ○　「川越十ヵ町地区　建築物の形態の基準の範囲図（10 ページ）」の「建築物の
形態は、周囲の伝統的な建造物と調和するよう配慮する」範囲における建築物
の形態は、周囲の伝統的な建造物と調和するように努める。

○　公共空間（道路や河川、公園等）への正面性に配慮しつつ、周囲の町並みや環
境との調和を図るとともに、壁面の後退や分節化などにより、圧迫感を与えな
いように配慮する。

○　道路に面した車両の出入口は、必要以上に大きくならないようにし、町並みの
連続性に配慮する。

○　共同住宅では、バルコニー等の形態の工夫により、公共空間（道路や河川、公
園等）から洗濯物などが見えにくくなるように配慮する。

○　屋外階段は、建築物本体との一体感や調和に配慮する。

○　屋外に設置される建築設備等については、公共空間（道路や河川、公園等）か
ら目立たないような場所への設置や目隠しの設置について配慮する。

○　自然素材の使用に努める。

形態・意匠の

うち色彩の基
準

○　建築物の外壁や工作物の外観を構成するものの色彩は、周囲の町並みや環境と
の調和を図るとともに、下に掲げる色彩の範囲のとおりとする。

○　各立面につき、当該面積の 10 分の１以下の範囲内でアクセント色として着色
される部分の色彩については、下に掲げる色彩の範囲は適用しない。

○　建築物の外壁や工作物の外観を構成するものは、落ち着きのある色調を基本と
する。

〇　多色使い又はアクセント色の使用に際しては、使用する色彩相互の調和、使用
する色の数や面積等のバランスに十分配慮する。　　　

○　着色していない木材、土壁（漆喰仕上げを含む）、石材、ガラス、金属等の材
料によって仕上げられる部分の色彩は、下に掲げる色彩の範囲は適用しない。

○　他の法令により定められた色彩については、この制限を受けないものとする。

＜川越十カ町地区の色彩の範囲＞（数値はマンセル表色法によるマンセル値）
色相 明度 彩度

7.5R 〜 7.5Y（7.5Y は含まない） ２を超え８未満 ６以下
８以上９未満 ２以下

7.5Y 〜 7.5GY(7.5GY は含まない ) ２を超え８未満 ４以下
８以上９未満 ２以下

7.5GY 〜 7.5RP(7.5RP は含まない ) ２を超え８未満 ２以下
7.5RP 〜 7.5R(7.5R は含まない ) ２を超え８未満 ４以下

８以上９未満 ２以下

「都市景観形成地域（川越十ヵ町地区）の色彩基準表（14 ページ）」参照

都市景観形成基準等の一覧
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川越十ヵ町地区における都市景観形成基準

門塀・擁壁等 ○　伝統的な町家が比較的連なる道路に面する側は、町並みと調和するような門、
塀等を設けるなどの修景に努める。

○　道路に面して擁壁等を設ける場合は、その前面に植樹するなど周囲に圧迫感を
与えないように配慮する。

仮設物 〇　仮囲い等の工事用仮設物や仮設建築物などは、歩行者の快適性を考慮するとと
もに、良好な景観を損なわないように、設置場所、形態、色彩等に配慮する。

そ
の
他
の
基
準

夜間景観 ○　良質な夜間景観を演出するように努める。

○　屋外の照明は、周辺環境に配慮し過剰な光が周囲に拡散しないように配慮する。

○　屋外の照明は、建築物や工作物の形態・意匠や用途に合わせ、それぞれにふさ
わしい色温度となるように配慮する。

屋外広告物 〇　川越市屋外広告物条例や関係法令を遵守する。

○　大規模な広告物は禁止する。

　　（大規模な広告物とは、「大規模な広告物の規模（21 ページ）」の基準を超える
ものとします。）

○　屋外広告物は、屋根の連続がつくるスカイラインや町並みの連続性を阻害しな
いようにする。

○　色彩は、町並みと調和したものとする。

緑化等 ○　大樹や古木の保全に努める。

○　既存樹木については、できる限り保存し活かす。

○　住宅地における道路に面する側は、生け垣などによる緑化に努める。

○　公共空間（道路や河川、公園等）に接する部分については、緑化を図るなど、
空間のつながり方に配慮する。

○　規模の大きな敷地は、積極的に緑化に努める。

○　空き地及び屋外駐車場の道路に面する側は、生け垣などによる緑化に努める。

自動販売機 ○　自動販売機は町並みと調和するよう配置やデザインに配慮する。

まちづくりの
ルール

○　都市景観の形成に資する地域住民等による自主的なまちづくりのルールを尊重
する。

自主規定（地域が定めた自主的な規定です。景観法等に基づくものではありません。）

○　空き地及び屋外駐車場においては、管理を徹底する。

○　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律における第２条第６項店舗型性風俗特殊営業と
第２条第７項無店舗型性風俗特殊営業を禁止する。

※ 川越市川越伝統的建造物群保存地区の許可に係る行為については届出は不要です。
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大規模な広告物の規模

　大規模な広告物の規模は、次の川越市屋外広告物条例の規定による自家用広告物の基準の禁止地域等
で許可を得れば掲出できる規模を準用します。

建
築
物
を
利
用
し
て
出
す
広
告

屋 上 を
利 用 す
るもの

表示面積 表示面積の合計は、全壁面面積の 1 ／ 10 以下、ただし、1 ／ 10 が
10 ㎡未満の場合は 10 ㎡以下（木造建築物の場合は 10 ㎡以下）

上端の高さ 地上からの高さが軒高の 5/3 以下で、かつ 48 ｍ以下。ただし、5/3
が 12 ｍ未満の場合は 12 ｍ以下（木造建築物の場合は地上から 12
ｍ以下）

その他 壁面から突き出さないこと

壁 面 を
利 用 す
るもの

表示面積 10 ㎡以下

上端の高さ 軒高以下

その他 3 階以上の階にある開口部の全部又は一部をふさがないこと

突 き 出
すもの

表示面積 6 ㎡以下

上端の高さ 壁面高を超える場合は、突き出し幅以下

壁面からの突出
幅

1.2 ｍ以下

下端の高さ 歩道上→ 3.0 ｍ以上

車道上→ 4.5 ｍ以上

建
物
か
ら
独
立
し
て
出
す
広
告

サ イ ン
ポ ー ル
の類

表示面積 7 ㎡以下

上端の高さ 地上から 10 ｍ以下

設置基数 2 基以下

下端の高さ 歩道上→ 3.0 ｍ以上

車道上→ 4.5 ｍ以上

広告塔

広告板

表示面積 10 ㎡以下

上端の高さ 地上から 5 ｍ以下

設置基数 広告塔、広告板それぞれ 1 基であること

掛看板 表示面積 2 ㎡以下

広告幕 長さ 15 ｍ以下

幅 1.2 ｍ以下

広告旗 表示面積等 2 ㎡以下

高さ 3 ｍ以下

その他 道路上に突き出さないこと
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景観法に基づく制度等

届出対象行為 規模

建築物
（ 法 第 16 条 第 1

項第 1 号）

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、 
外観を変更することとなる修繕若しく
は 模様替又は色彩の変更

ただし、外観を変更することとなる修
繕 若しくは模様替又は色彩の変更につ
いて は、当該建築物の屋根又は外壁そ
れぞれ の過半について行う行為に限る

全ての建築物 ※1

工 作 物（ 法 第 16
条第 1 項第 2 号 )

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、 
外観を変更することとなる修繕若しく
は模様替又は色彩の変更

ただし、外観を変更することとなる修
繕若しくは模様替又は色彩の変更につ
いては、当該工作物の外観の過半につ
いて行う行為に限る

以下のいずれかに該当する場合

①高さが 10m を超える工作物

②建築物等に定着し、又は継続的に設置
されるものであって、当該建築物の高
さとの合計が 10m を超える工作物

③門・塀、擁壁にあっては高さが 2m
を超えるもの　※2

その他良好な景観 
の形成に支障を及 
ぼすおそれのある 
行 為（法第 16 条
第 1 項第 4 号・川
越 市 都 市 景 観 条

例第 18 条）

木竹の伐採 ( 景観法施行令第 4 条第 2
号 )

以下のいずれかに該当する場合

①高さ が 10m を超える木竹

② 1.5m の高さにおける幹の周囲が １
m を 超える木竹

建築物又は工作物の除却 本表の建築物及び工作物の欄に掲げる
規模　※3

屋外広告物の表示、移転又はその内容
の 変更

全ての屋外広告物　※4

※1　１　床面積の合計が 5 ㎡以下かつ最高の高さが 5 ｍ以下の建築物を除く
2  工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、資材置場その他これらに類する建築物で仮設の建築物を除く
3　建築物の増築で、その外観に影響を及ぼさないものを除く

※2　工作物の高さが 10 メートルを超え 15 メートル以下の工作物のうち、次のいずれかに該当するものを除く
イ　架空電線路用のもの
ロ　電気事業法第 2 条第 1 項第 10 号に規定する電気事業者及び同項第 12 号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの
ハ　電気通信事業法第 2 条第 5 号に規定する電気通信事業者の電気通信用のもの

※3　建築物の欄又は工作物の欄に掲げた届出対象行為に伴う建築物や工作物の除却は除く
※4　川越市屋外広告物条例の規定により許可を受けた屋外広告物を除く

1. 届出の義務化 ( 法第 16条第1項、第2項 )
※届出はこれまでも必要でしたが、今後は届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合には、罰則が適

用される場合があります。

2. 着手制限 ( 法第 18条第1項 )
※届出をしてから 30 日間は、届出に係る行為に着手することができません。事前に着手すると罰則

が適用される場合があります。

3. 勧告及び変更命令 ( 法第 16条第3項、第17条第1項 )
※基準に合わない場合、勧告がなされます。また、明確に基準に合わない場合は変更命令が出され

る場合があります。変更命令に違反した場合は、罰則が適用されます。

届出が必要な行為と規模
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行為の届出の流れ

川越市景観計画区域（市全域）

都市景観誘導地域

届出不要
( 景観計画の
方針や基準に
沿うような計
画とします )

都
市
景
観
推
進
団
体

事前相談・協議
方針や基準との整合性、手続きに関して、事

前に市へご相談ください。
また、都市景観形成地域で届出を要する行為

を行う場合、当該地区に都市景観推進団体があ
るときは、市長は、同団体に意見を聴くよう求
めることがあります。

行為の届出（法第16条第１項）

都市景観形成基準（各地区で異なります）

行為の着手

助言　指導

変更命令
（法第17条第１項）

勧告
（法第16条第3項）

都市景観形成地域

川越十ヵ町
地区

川越駅西口
地区

クレアモール・八幡通り・
中央通り周辺地区

非該当 該当

適合

適合

適合

不適合

不適合

届出基準（地域毎に届出対象行為や規模が定められています）

市が届出を受理して
から30日間の行為の
着手制限があります

お問い合わせ：川越市 都市計画部 都市景観課
　　　　　　　住所：〒350-8601　埼玉県川越市元町1-3-1
　　　　　　　電話：049-224-5961（直通）　　　Fax：049-225-9800

編集協力：十ヵ町会　　発行：平成24年7月


